
グラウンドゴルフ教室

　生け花教室（心華流）

季節の花を使った心華流生け花。初心者でも講師の方がやさしく指導します。

・開催日：6/10（火）、7/8（火）、9/9（火）、10/14（火）、11/8（土）、
　　　　 12/9（火）、12/26（金）、（令和8）2/10（火）　全8回
　　　　　（11/8は地区芸能発表会へ出品、12/26はお正月用飾りを行います）
・時間：午後1時30分～3時30分（11/8と12/26は午前10時～正午を予定）
・定員：15人
・参加費：花材費として各回1,200円（11/8と12/26は3,000円程度）
・用意するもの：花切りバサミ、花包、筆記用具、タオル1枚

体力に自信がなくても初心者でも、ご高齢の方でも大丈夫！
基本から教えます。
ボールを打って歩いて元気に健康増進！

・開催日：6/10（火）、7/8（火）、8/12（火）、9/9（火）、
　　　　10/14（火）、11/11（火）
　　　　（6月から11月までの月１回） 全6回
・時間：午前8時30分～10時30分
・定員：20人
・参加費：無料
・用意するもの：運動のできる服装、運動靴、
　　　　　　　  グラウンドゴルフ用具（貸出用の道具あり）

い ばなきょうしつ しんげりゅう

●受付開始 ： 令和７年５月１４日（水）から（各教室とも定員になり次第締め切りとなります。）

●申込方法 ： たかさき高浜人権プラザへ来館、電話、ファクス、メールにてお申し込みください。

※申し込みの際には ①希望する教室名、②氏名、③住所、④電話番号 をお知らせください。

●受付時間 ： 午前９時～午後５時まで

●受付場所 ： たかさき高浜人権プラザ 高崎市高浜町９６５番地

電話 ０２７－３４３－１１９６ ファクス ０２７－３６０－４０７８

メールアドレス takahama-j-plaza@city.takasaki.gunma.jp

第２67号 令和7年５月１日

たかさき高浜人権プラザだより回

覧

きょうしつ

今年度の教室の開催についてお知らせします。

皆様お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。

昨年度中は、当プラザ主催の教室・講座へのご参加、また施設のご利用に際し、多くの方々にご

理解及びご協力を賜りました。誠にありがとうございました。

今年度も、福祉・人権啓発・地域交流の拠点として事業を実施し、より一層皆様に利用しやすい

人権プラザづくりに努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

たかさき高浜人権プラザ職員一同



○『102歳、一人暮らし。～哲代おばあちゃんの心も体もさびない生き方』 石井哲代・中国新聞社

「人生100年時代のモデル」として新聞に掲載され、テレビにも出演した哲代おばあちゃんの本。

自分らしくご機嫌に老いるためのヒントが満載です。

よく寝て、よく食べ、よくしゃべる。こんなかわいいおばあちゃんになりたい！

○『子どもも大人もわかっておきたい いちばんやさしいLGBTQの本』 清水 展人 著

女性として生まれ、現在は2児の父であるトランスジェンダーの著者がLGBTQについて優しく解説。

「多様性の時代だからこそ、LGBTQの正しい理解を届けたい」

イラスト入りのQ＆A方式で、とても分かりやすいです。

○『夫婦同姓・別姓を選べる社会へ ～わかりやすいQ＆Aから訴訟の裏側まで～』
夫婦は同じ姓とする日本の制度。一方で他の国では別の姓とすることが認め

られています。同姓しか選べないことは、個人の尊厳を傷つけることにならないか？

夫婦同姓・別姓について最新の議論や動向を解説。今後の展望についても述べています。

○『誹謗中傷犯に勝訴しました ～障害児の息子を守るため～』 moro 著

ネットを通じて、自閉スペクトラム症の息子と著者に浴びせる誹謗中傷。

教育委員会へクレームを入れられたり、ネット掲示板に小学校名や本名が公開されたり…。

裁判で勝訴するまでの様子が、漫画で描かれています。

交通案内

●駐車場 約３５台分

●榛名地域循環バス はるバス 宮沢白岩線

「久留馬郵便局前」または「久留馬選果場前」

下車 ３００ｍ

●ぐるりん榛名線

系統番号２３（群馬八幡駅行）、

系統番号２４（室田行）

「鳥井沢」バス停下車 １．１ｋｍ

●群馬バス 高崎駅～本郷経由～室田行、

または榛名湖行

「鳥井沢」バス停下車 １．１ｋｍ

発行
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人権男女共同参画課

たかさき高浜人権プラザ

高崎市高浜町９６５番地

電話０２７－３４３－１１９６

ﾌｧｸｽ０２７－３６０－４０７８

新規購入図書のご案内

●貸出期間 ２週間 ●貸出冊数 ５冊まで ●貸出手続 事務室で申込書にご記入ください。

「人権」ってなんだろう？

「人権ってなんだろう？」「言葉は聞くけど、何だか難しそう…」

「人権」とは、人が生まれた時から持つ、「人として幸せに生きていくための権利」です。

人は、誰もが同じ人間として幸せに生きたいと思っています。人権を持つ条件は「人間である」

ということだけ。誰からも侵されることのない権利です。

全ての人が自分らしく、幸せに生きていけるために。共に生きること、それぞれの立場や気持ちを

理解し合える社会をつくっていきましょう。

●久留馬郵便局

榊原 富士子

寺原 真希子 著


